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原則に盛り込まれるべき事項（案）

【監査法人が果たすべき役割】 

 監査法人は、企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を

図り、国民経済の健全な発展に寄与する公益的な役割を有している。これを果た

すため、監査法人は、法人の構成員による自由闊達な議論を確保し、その能力を

十分に発揮させ、会計監査の品質を組織として持続的に向上させるべきである。 

【組織体制】 

 監査法人は、会計監査の品質の持続的な向上に向けた法人全体の組織的な運営

を実現するため、実効的に経営（マネジメント）機能を発揮すべきである。 

 監査法人は、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を評価・監督し

経営の実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである。 

【業務運営】 

 監査法人は、組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備すべきである。また、

人材の育成・確保を強化し、法人内及び被監査会社等との間において会計監査の

品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。 

【透明性の確保】 

 監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価で

きるよう、十分な透明性を確保すべきである。また、組織的な運営の改善に向け、法人

の取組みに対する内外の評価を活用すべきである。 



【監査法人が果たすべき役割】

 監査法人は、企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を図り、国

民経済の健全な発展に寄与する公益的な役割を有している。これを果たすため、監査法

人は、法人の構成員による自由闊達な議論を確保し、その能力を十分に発揮させ、会計

監査の品質を組織として持続的に向上させるべきである。 

※  資本市場の信頼性を確保し、企業の成長に向けた資金が円滑に供給されるためには、企業

による適正な財務情報の開示が不可欠である。また、企業が経営戦略を策定し、持続的な成

長・中長期的な企業価値の向上を目指す上でも、自らの財務情報を的確に把握し、市場の参

加者等と共有することが必要である。 

会計監査は、このような企業による財務状況の的確な把握と適正な開示を確保し、その適正・

円滑な経済活動を支え、日本経済の持続的な成長につなげていく前提となる極めて重要なイ

ンフラである。 

公認会計士法上、公認会計士とともに監査法人も、組織として、企業の財務情報の信頼性

を確保し、資本市場の参加者等の保護を図り、国民経済の健全な発展に寄与する公益的

な役割を担っている。資本市場の重要なインフラである会計監査の品質を持続的に向上させ

るため、トップがリーダーシップを発揮し、法人の構成員の士気を高め、その能力を十分に発揮

させることが重要である。また、その際には、被監査会社から報酬を得て行うとの会計監査の

構造に起因して、法人の構成員による職業的懐疑心の発揮が十分に行われないということに

ならないよう留意すべきである。 

 監査法人は、その公益的な役割を認識し、会計監査の品質の持続的な向上に向け、自ら及び

法人の構成員がそれぞれの役割を主体的に果たすよう、トップの姿勢を明らかにすべきであ

る。 

 監査法人は、法人の構成員が共通に保持すべき価値観を示すとともに、それを実践するため

の考え方や行動の指針を明らかにすべきである。 

 監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的懐疑心などの職業的専門家としての能力を

十分に保持・発揮させるよう、適切な動機付けを行うべきである。 

 監査法人は、法人の構成員が、会計監査を巡る課題や知見、経験を共有し、積極的に議論を

行う、開放的な組織文化・風土を醸成すべきである。 

 監査法人は、会計監査を実施するに当たり、非監査業務の監査業務に与える影響についての

考え方を明らかにすべきである。 



【組織体制】 

 監査法人は、会計監査の品質の持続的な向上に向けた法人全体の組織的な運営を実現す

るため、実効的に経営（マネジメント）機能を発揮すべきである。 

※  監査法人制度は、5 人以上の公認会計士で組織するパートナー制度を基本としているが、大

規模な監査法人においては、社員の数が数百人、法人の構成員が数千人の規模となるなど、

監査法人において、経営陣によるマネジメントが規模の拡大や組織運営の複雑化に対応しき

れていないことが、監査の品質確保に問題を生じさせている主な原因の一つとして指摘されて

いる。 

監査法人においては、法人の組織的な運営に関する機能を実効的に果たすことができる経営

機関を設け、法人の組織的な運営を確保することが重要である。 

 監査法人は、実効的な経営（マネジメント）機関を設け、組織的な運営が行われるようにすべき

である。 

 監査法人は、組織的な運営を確保するため、以下の事項を含め、重要な業務運営における経

営機関の役割を明らかにすべきである。 

 監査品質に対する資本市場の信頼に大きな影響を及ぼし得るような重要な事項につい

て、監査法人としての適正な判断が確保されるための主体的な関与 

 監査上のリスク等についての、経済環境等のマクロ的な観点を含む分析や、被監査会社

との間での率直かつ深度ある意見交換又はその環境の整備 

 法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を保持・発揮させるための人材

育成の環境や人事管理・評価等に係る体制の整備 

【必要に応じ、経営機関に必要な役割として記すべき事項を加筆する。】 

 監査法人は、経営機関の構成員が監査実務に精通しているかを勘案するだけではなく、経

営機関として、法人の組織的な運営のための機能が十分に確保されるよう、経営機関の構成

員を選任すべきである。 



 監査法人は、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を評価・監督し経営の実

効性の発揮を支援する機能を確保すべきである。 

※  監査法人において、組織的な運営を確保するため、経営機関の機能の強化に併せ、その実

効性について評価・監督し、実効性の発揮を支援する機能を確保することが重要である。 

さらに、監査法人が、組織的な運営を確保し、資本市場において公益的な役割を果たすた

めに、評価・監督機関において、例えば、企業における組織的な運営の経験や資本市場の

参加者としての視点などを有する、外部の第三者の知見を活用すべきである。 

 監査法人は、経営機関による経営機能の実効性を評価・監督し、実効性の発揮を支援する機

能を確保するため、評価・監督機関を設け、その役割を明らかにすべきである。 

 監査法人は、組織的な運営を確保し、公益的な役割を果たす観点から、自らが認識する課題

等に対応するため、評価・監督機関に、独立性を有する第三者を選任し、その知見を活用すべ

きである。 

 監査法人は、評価・監督機関の構成員に選任された独立性を有する第三者について、例えば

以下の業務を行うことが期待されることに留意しつつ、その役割を明らかにすべきである。 

 組織的な運営の実効性に関する評価への関与 

 経営機関の構成員の選退任、評価及び報酬の決定過程への関与 

 法人の人材育成、人事管理・評価及び報酬に係る方針の策定への関与 

 内部及び外部からの通報に関する方針や手続の整備状況や、伝えられた情報の検証及

び活用状況の評価への関与 

 被監査会社、株主その他の資本市場の参加者等との意見交換への関与 

 監査法人は、評価・監督機関がその機能を実効的に果たすことができるよう、評価・監督機関

の構成員に対し、適時かつ適切に必要な情報が提供され、業務遂行に当たっての補佐が行

われる環境を整備すべきである。



【業務運営】 

 監査法人は、組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備すべきである。また、人材

の育成・確保を強化し、法人内及び被監査会社等との間において会計監査の品質の向上

に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。 

※  監査法人において、会計監査の品質を持続的に向上させるためには、経営機関が経営機

能を発揮するとともに、経営機関の考え方を監査の現場まで浸透させる必要があり、そのた

めの体制を整備する必要がある。 

また、経営機関の考え方を、法人の構成員が受け止め、業務に反映するようにするために

は、大局的かつ計画的な人材育成や人事管理・評価が極めて重要であり、これが機能しなけ

れば、監査品質の向上に向けた取組みは実効を伴わないものとなる。 

さらに、経営機関から監査の現場への情報の流れだけではなく、監査の現場から経営機関等

への情報の流れを円滑にすることも重要である。 

従来、監査法人においては、一部に縦割りで閉鎖的な組織風土がみられるとの指摘もある

が、こうした取組みにより、法人の構成員の間で、より自由闊達な議論が行われていくことが期

待される。 

 監査法人は、経営機関が監査の現場からの必要な情報等を適時に共有するとともに経営機関

等の考え方を監査の現場まで浸透させる体制を整備し、業務運営に活用すべきである。また、

法人内において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。 

 監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を保持・発揮させる

ために、法人における人材育成、人事管理・評価及び報酬に係る方針を策定し、運用すべきで

ある。その際には、法人の構成員が職業的懐疑心を適正に発揮したかが十分に評価されるべ

きである。 

 監査法人は、併せて以下の点に留意すべきである。 

 法人のそれぞれの部署において、職業的懐疑心を発揮できるよう、幅広い知見や経験に

つき、バランスのとれた法人の構成員の配置が行われること 

 法人の構成員に対し、例えば、非監査業務の経験や事業会社等への出向などを含め、会

計監査に関連する幅広い知見や経験を獲得する機会が与えられること 

 法人の構成員の会計監査に関連する幅広い知見や経験を、適正に評価し、計画的に活用

すること 



 監査法人は、監査業務にあたり、被監査会社の CEO・CFO 等の経営陣幹部及び監査役等との

間で、監査上のリスク等について率直かつ深度ある意見交換を尽くすべきである。 

 監査法人は、内部及び外部からの通報に関する方針や手続を整備し、伝えられた情報を適切

に活用すべきである。その際、通報者が、不利益を被る危険を懸念することないよう留意すべ

きである。 

 監査法人は、監査に関する業務の効率化及び企業においても IT 化が進展することを踏まえた

深度ある監査を実現するため、有効なＩＴの活用を検討すべきである。 



【透明性の確保】 

 監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよ

う、十分な透明性を確保すべきである。また、組織的な運営の改善に向け、法人の取組みに対

する内外の評価を活用すべきである。 

※  会計監査の品質を持続的に向上させていくためには、被監査会社、株主、その他の資本市場

の参加者等が、監査法人における会計監査の品質の向上に向けた考え方や取組みなどを適

切に評価して監査法人を選択し、それが監査法人において、監査品質の向上へのインセンティ

ブの強化や監査報酬の向上につながるといった好循環を生むことが重要である。このため、監

査法人は、資本市場の参加者等が評価できるよう、本原則の適用の状況や監査品質の向上に

向けた取組みに関する情報開示を充実すべきであり、それは資本市場の参加者等との意見交

換の有効な手段となると考えられる。 

また、監査法人内においても、本原則の適用の状況や監査品質の向上に向けた取組みの実

効性について評価を行い、資本市場の参加者等との意見交換と合わせ、その結果を更なる改

善に結びつけるべきである。 

 監査法人は、被監査会社、株主、その他の資本市場の参加者等が評価できるよう、本原則の

適用の状況や、会計監査の品質の向上に向けた取組みについて、例えば「透明性報告書」とい

った形で、わかりやすく説明すべきである。 

 監査法人は、併せて以下の項目について説明すべきである。 

 会計監査の品質の持続的な向上に向けた、自ら及び法人の構成員がそれぞれの役割を

主体的に果たすためのトップの姿勢 

 法人の構成員が共通に保持すべき価値観及びそれを実践するための考え方や行動の

指針 

 非監査業務の監査業務に及ぼす影響についての考え方 

 経営機関の構成や役割 

 評価・監督機関の構成や役割。評価・監督機関の構成員に選任された独立性を有する

第三者の選任理由、役割及び貢献 

 評価・監督機関を含め、監査法人が行った、監査品質の向上に向けた取組みの実効性

の評価 



 監査法人は、会計監査の品質の向上に向けた取組みなどについて、被監査会社、株主、その

他の資本市場の参加者等との積極的な意見交換に努めるべきである。その際、評価・監督機

関に選任された独立性を有する第三者の知見を活用すべきである。 

 監査法人は、本原則の適用の状況や監査品質の向上に向けた取組みの実効性を定期的に評

価すべきである。 

 監査法人は、資本市場の参加者等との意見交換から得た有益な情報や、本原則の適用の状

況などの評価の結果を、組織的な運営の改善に向け活用すべきである。 


